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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第11期

第３四半期
累計期間

会計期間
自 2021年12月１日
至 2022年８月31日

売上高 （千円） 1,729,175

経常損失（△） （千円） △521,829

四半期純損失（△） （千円） △523,880

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） －

資本金 （千円） 1,100,070

発行済株式総数 （株） 29,235,800

純資産額 （千円） 2,050,369

総資産額 （千円） 3,452,302

１株当たり四半期純損失（△） （円） △37.11

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益

（円） －

１株当たり配当額 （円） －

自己資本比率 （％） 59.4

回次
第11期

第３四半期
会計期間

会計期間
自 2022年６月１日
至 2022年８月31日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △13.69

（注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２. 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。また、１株当たり四半期純損失であるため記

載しておりません。

４. 当社は、第10期第３四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第10期第３四半期

累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

５. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用し

た後の指標等となっております。

６. 2022年９月６日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。第11期の期首に当該株

式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純損失を算定しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものです。なお、当社は、前第３四

半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っており

ません。

（１） 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大や米国の金利引き

上げなどの影響などを受けて、先行きが不透明な状況が継続しています。IT環境においては、スマートフォンア

プリ等を通じての個人間取引や継続的に消費者からサービスの対価を受け取るサブスクリプション型ビジネス、

インターネット上でサービスを提供するSaaSのトレンドが引き続き拡大しています。

このような状況の下、当社は、note事業（クリエイターがユーザーとコミュニケーションをとりながらデジタ

ルコンテンツを創作・公開・販売できるプラットフォームの「note」の運営）、note pro事業（法人向け情報発

信プラットフォーム（SaaS）の「note pro」の運営）、法人向けサービス事業（「note」上での企業協賛型コン

テストの実施など）を主要な事業として展開してまいりました。「note」は新型コロナウイルス感染症の対策の

ために消費者の行動が変容し、オンラインコンテンツの消費時間が増加した影響を受けて前期から継続してユー

ザー数が増加しており、2022年８月末時点で会員登録者数は550万人を突破しております。一方、2022年８月単月

の流通金額は929百万円（前年同月比138.5%）となり、新型コロナウイルス感染症の行動規制が緩和した影響で一

時期の急成長は一服しておりますが、引き続き高水準で推移しています。また、「note pro」については、note

のサービス成長に伴う企業からの認知度向上により順調に契約数を伸ばしており、2022年８月末時点で有料アカ

ウント数は560を超えています。法人向けサービス事業として実施している「noteコンテスト」については、2022

年８月末時点で68,740千円の売上を計上しております。

　以上の結果、当第３四半期の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

① 経営成績

　当第３四半期累計期間の売上高は1,729,175千円となりました。内訳は、note売上高1,354,175千円、note pro

売上高223,684千円、法人向けサービス売上高84,933千円、その他売上高66,382千円です。一方、自社サービスを

拡大するため人材採用やプロダクトの開発コストが先行した結果、営業損失は514,489千円、経常損失は521,829

千円、四半期純損失は523,880千円となりました。

　なお、当社はメディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略してお

ります。

② 財政状況

　当第３四半期会計期間末における財政状況は以下のとおりです。

（資産）

　流動資産は前事業年度末に比べ1,690,977千円増加し、3,323,449千円となりました。これは主に、第三者割当

増資などにより現金及び預金が1,506,930千円、「note」のGMVの伸長などにより未収入金が176,477千円増加した

ことなどによります。

　固定資産は前事業年度末に比べ10,709千円増加し、128,853千円となりました。これは主に、事業用PCの取得な

どにより有形固定資産が8,153千円増加したことなどによります。

　この結果、資産合計は前事業年度末に比べ1,701,687千円増加し、3,452,302千円となりました。

（負債）

　流動負債は、前事業年度末に比べ225,427千円増加し、1,241,932千円となりました。これは主に、「note」の
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GMVの伸長などによりクリエイター向けの預り金が増加したため、預り金が182,957千円増加したことなどにより

ます。

　固定負債は前事業年度末と同じく160,000千円となりました。

　この結果、負債合計は前事業年度末に比べ225,427千円増加し、1,401,932千円となりました。

（純資産）

　純資産は、前事業年度末に比べ1,476,259千円増加し、2,050,369千円となりました。これは、四半期純損失の

計上により利益剰余金が523,880千円減少した一方で、第三者割当増資により資本金が1,000,070千円、資本剰余

金が1,000,070千円増加したことによります。

　以上により当第３四半期会計期間末の自己資本比率は59.4％となりました。

（２） 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありま

せん。

（３） 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

（４） 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期累計期間において新たに発生した優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変

更はありません。

（５） 研究開発活動

　該当事項はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

（１） 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 54,300,000

Ａ種優先株式 22,160,000

Ｂ種優先株式 6,664,800

Ｃ種優先株式 16,780,800

Ｄ種優先株式 6,560,000

Ｅ種優先株式 777,600

Ｆ種優先株式 1,940,000

計 109,183,200

（注）2022年９月６日開催の臨時株主総会決議に基づき、定款の一部変更を行い、2022年９月６日付でＡ種優先株式、

Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式に関する定款の定めを廃止する

とともに、普通株式について２株につき１株の割合で株式併合を行っております。これにより、普通株式の発

行可能株式総数は54,591,600株となりました。

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（2022年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年11月17日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,235,800 14,617,900 非上場

完全議決権株式であり、権
利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式
です。（注）１,２

計 29,235,800 14,617,900 － －

（注）１.2022年８月22日開催の取締役会決議及び2022年９月６日開催の臨時株主総会決議に基づき、2022年９月６日付で

普通株式２株につき１株の割合で株式併合されたことを受け、同日付けで発行済株式総数は14,617,900株となっ

ております。

２.2022年９月６日開催の臨時株主総会で定款変更が決議され、同日付で１単元を100株とする単元株制度を採用し

ております。

（２） 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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（４） 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2022年８月26日
（注）１

普通株式
15,175,800

普通株式
29,235,800

Ａ種優先株式
5,540,000

Ｂ種優先株式
1,666,200

Ｃ種優先株式
4,195,200

Ｄ種優先株式
1,640,000

Ｅ種優先株式
194,400

Ｆ種優先株式
1,940,000

－ 1,100,070 － 2,109,955

2022年８月29日
（注）２

Ａ種優先株式
△5,540,000

Ｂ種優先株式
△1,666,200

Ｃ種優先株式
△4,195,200

Ｄ種優先株式
△1,640,000

Ｅ種優先株式
△194,400

Ｆ種優先株式
△1,940,000

普通株式
29,235,800

－ 1,100,070 － 2,109,955

（注）１.株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2022年８月26日付でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種

優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価としてＡ

種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式１株につき、そ

れぞれ普通株式１株を交付しております。

２.当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株

式のすべてについて、2022年８月22日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき消却するこ

とを決議し、2022年８月29日付で消却しております。なお、当社は、2022年９月６日開催の臨時株主総会に

より、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

（５） 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　



― 7 ―

（６） 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 29,235,800 29,235,800 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 29,235,800 － －

総株主の議決権 － 29,235,800 －

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第３四半期会計期間（2022年６月１日から2022年８月31日まで）及び第３四半期累計期間

（2021年12月１日から2022年８月31日まで）に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半

期レビューを受けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

４ 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７-６」の規定に準じて前年同四

半期との対比は行っておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

（１） 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間
（2022年８月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,379,014

売掛金 136,423

仕掛品 636

未収入金 766,811

その他 40,563

流動資産合計 3,323,449

固定資産

有形固定資産 31,319

無形固定資産 334

投資その他の資産 97,199

固定資産合計 128,853

資産合計 3,452,302

負債の部

流動負債

買掛金 5,057

未払法人税等 19,979

預り金 999,380

その他 217,515

流動負債合計 1,241,932

固定負債

長期借入金 160,000

固定負債合計 160,000

負債合計 1,401,932

純資産の部

株主資本

資本金 1,100,070

資本剰余金 2,562,103

利益剰余金 △1,611,803

株主資本合計 2,050,369

純資産合計 2,050,369

負債純資産合計 3,452,302
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（２） 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

（単位：千円）
当第３四半期累計期間
（自 2021年12月１日
至 2022年８月31日）

売上高 1,729,175

売上原価 173,562

売上総利益 1,555,613

販売費及び一般管理費 2,070,103

営業損失（△） △514,489

営業外収益

受取利息 11

違約金収入 6,187

その他 2,390

営業外収益合計 8,590

営業外費用

支払利息 788

為替差損 8,937

上場関連費用 6,203

営業外費用合計 15,930

経常損失（△） △521,829

特別損失

固定資産除却損 25

特別損失合計 25

税引前四半期純損失（△） △521,855

法人税、住民税及び事業税 2,025

法人税等合計 2,025

四半期純損失（△） △523,880
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより当

第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

（追加情報）

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与え

る影響はありません。

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス

感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりです。

当第３四半期累計期間
（自 2021年12月１日
至 2022年８月31日）

減価償却費 13,502千円

（株主資本等関係）

当第３四半期累計期間（自 2021年12月１日 至 2022年８月31日）

１. 配当金支払額

該当事項はありません。

２. 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

３. 株主資本の著しい変動

　（第三者割当増資）

当社は、2022年４月21日付で、Image Frame Investment (HK) Limitedより第三者割当増資の払込みを受け

ました。この結果、当第３四半期累計期間において資本金が1,000,070千円、資本準備金が1,000,070千円増

加し、当第３四半期会計期間末において資本金が1,100,070千円、資本剰余金が2,562,103千円となっており

ます。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期累計期間（自 2021年12月１日 至 2022年８月31日）

　 当社は、メディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

　当社は、メディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しており

ますが、主要なサービスの種類及び取引形態により収益を分解した情報は以下のとおりです。

　なお、継続取引とは主にサブスクリプション型の取引で、一定の期間にわたり移転される財又はサービスで

す。単発取引はそれ以外の取引であり、一時点で移転される財又はサービスです。

当第３四半期累計期間（自 2021年12月１日 至 2022年８月31日）

（単位：千円）

note note pro
法人向け
サービス

その他（注） 合計

継続取引 334,796 223,684 － 65,432 623,913

単発取引 1,019,379 － 84,933 950 1,105,262

顧客との契約から
生じる収益（合計）

1,354,175 223,684 84,933 66,382 1,729,175

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 1,354,175 223,684 84,933 66,382 1,729,175

（注）主なものは、当社が運営するメディアのサービス収入などです。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

当第３四半期累計期間
（自 2021年12月１日

至 2022年８月31日）

１株当たり四半期純損失（△） △37円11銭

（算定上の基礎）

四半期純損失（△）（千円） △523,880

普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式及び普通株式と同等の株式に係る四半期純損失（△）（千円） △523,880

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数（株） 14,118,739

（うちＡ種優先株式数（株）） 2,375,729

（うちＢ種優先株式数（株）） 714,520

（うちＣ種優先株式数（株）） 1,799,036

（うちＤ種優先株式数（株）） 703,284

（うちＥ種優先株式数（株）） 83,364

（うちＦ種優先株式数（株）） 453,138

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含
めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

第13回新株予約権
新株予約権の数 2,010個
普通株式 201,000株

（注）１. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

２. Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式は、剰余金の

配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。

３. 株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2022年８月26日付でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種

優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価としてＡ

種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式１株につき、そ

れぞれ普通株式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株

式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式のすべてについて、2022年８月22日開催の取締役会にお

いて、会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、2022年８月29日付で消却しております。

４. 2022年９月６日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。当事業年度の期首に当該

株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純損失を算定しております。
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（重要な後発事象）

１. 株式併合

当社は、2022年８月22日開催の取締役会において、2022年９月６日開催の臨時株主総会に普通株式の併

合に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において、承認可決されました。当該株式併合の内

容は次の通りです。

（１）株式併合の目的

　当社の中長期的な株価変動等を勘案しつつ投資単位を適切な水準に調整するため。

（２）株式併合の内容

① 株式併合する株式の種類

普通株式

② 株式併合の方法・比率

2022年９月６日をもって、2022年９月６日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式（普通株

式）について、２株につき１株の割合で併合

③ 株式併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（2022年９月６日） 29,235,800株

株式併合により減少する株式数 14,617,900株

株式併合後の発行済株式総数 14,617,900株

（３）１株当たり情報に与える影響

　「１株当たり情報」は、当該株式併合が当事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、

これによる影響については、当該箇所に反映されております。

２. 資本金の額の減少及び剰余金の処分

当社は、2022年10月12日開催の取締役会において、2022年11月４日開催の臨時株主総会に、資本金の額

の減少及び剰余金の処分について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。

（１）資本金の額の減少及び剰余金の処分について

　資本金の額の減少につきましては、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的とし

て、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものです。

　剰余金の処分につきましては、欠損を填補し、資本構成の是正を図る目的から、会社法第452条の規

定に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えるものです。

（２）資本金の額の減少について

① 減少すべき資本金の額

資本金1,100,070千円のうち1,000,070千円を減少し、100,000千円といたします。

② 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額をその他資本剰余金へ振り替えます。

（３）剰余金の処分について

① 増加する剰余金の項目及び金額

繰越利益剰余金 1,000,070千円

② 減少する剰余金の項目及び金額

その他資本剰余金 1,000,070千円

（４）資本金の額の減少及び剰余金の処分の日程

① 取締役会決議日 2022年10月12日

② 臨時株主総会決議日 2022年11月４日

③ 債権者異議申述最終日 2022年11月28日（予定）

④ 効力発生日 2022年11月29日（予定）
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２ 【その他】

該当事項はありません。

　



― 16 ―

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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